
別紙

権　利 7月10日 (木) 7月11日 (金) 7月11日 (金) 7月14日 (月) 7月11日 (金)

表　示 7月10日 (木) 7月11日 (金) 7月11日 (金) 7月14日 (月) 7月11日 (金)

7月14日 (月)

権　利 7月11日 (金) 7月14日 (月) 7月14日 (月) 7月15日 (火) 7月14日 (月)

表　示 7月11日 (金) 7月14日 (月) 7月14日 (月) 7月15日 (火) 7月14日 (月)

7月15日 (火)

権　利 7月14日 (月) 7月15日 (火) 7月15日 (火) 7月15日 (火) 7月15日 (火)

表　示 7月14日 (月) 7月15日 (火) 7月15日 (火) 7月15日 (火) 7月15日 (火)

7月15日 (火)

権　利 7月15日 (火) 7月16日 (水) 7月16日 (水) 7月17日 (木) 7月16日 (水)

表　示 7月15日 (火) 7月16日 (水) 7月16日 (水) 7月17日 (木) 7月16日 (水)

7月16日 (水)

権　利 7月16日 (水) 7月17日 (木) 7月17日 (木) 7月18日 (金) 7月17日 (木)

表　示 7月16日 (水) 7月17日 (木) 7月17日 (木) 7月18日 (金) 7月17日 (木)

7月18日 (金)

登 記 完 了 予 定 日

（毎日午前９時３０分頃更新します。）

　　　　　　　　　　　　　庁　名
　　申請日

本　局 香美支局 須崎支局 安芸支局 四万十支局

7月11日 (金)

不動産

商業 ・ 法人

7月10日 (木)

不動産

商業 ・ 法人

オンライン利用推進広報用
キャラクター

ＯＮ（オン）ちゃん

　オンライン申請は、書面申請より事務処理に要する時間が短いため、書面申請より早く完了
　しますので、登記・供託オンラインシステムにて処理状況を御確認ください。

【注意事項】
※　次の場合には、登記の完了が予定日の翌日以降になることがあります。
　●　登記申請に不備（補正）がある場合
　●　土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
　●　不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく、本人確認のための事前通知を要する場合
　●　商業・法人登記で管轄が異なる登記所へ本店（主たる事務所）を移転する場合
　●　登記申請の内容（複雑・大量等）により処理に時間を要する場合

※　郵便等により登記申請をされた場合は、申請書が法務局に配達された日が登記申請日となります。

※　オンラインにより登記申請をされ、添付情報を郵送又は持参された場合は、当該情報が法務局に
　到達した後、速やかに審査を行うことになりますので、当該情報が到達した日によっては、オンラ
　インによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。

7月7日 (月)

不動産

商業 ・ 法人

7月9日 (水)

不動産

商業 ・ 法人

7月8日 (火)

不動産

商業 ・ 法人
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